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令和８年度 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者募集要領 

 

１ 事業の目的 

おおむね小学校区の範囲を基本とする地域を単位として、区内に居住するひとり暮らし高齢者

等に対して食事を提供する事業（以下、「高齢者食事サービス事業」という。）を実施することによ

り、ひとり暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的とする。 

 

２ 事業の実施内容 

(1) 組織体制 

本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の開始にあたり、実施圏域に居住する住民を含め

た「高齢者食事サービス委員会」（以下「委員会」という。）を組織すること。 

委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について、

必要な事項を定めること。 

ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する

事業が規定されている場合には、委員会を組織することを有しない。 

(2) 実施方法 

①本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性の高

い地域集会施設、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね 10名以上の利用対象者に

対して、地域のボランティアの協力を得て会食又は配食による食事サービスをおおむね月 1回

以上定期的に行う。 

②本事業の実施にあたり、１回あたり利用者 10名に対してボランティアを少なくとも２名以上確

保し、利用者が 10 名を超える場合は、利用者 10 名ごとにボランティアを少なくとも１名以上

確保すること。 

③食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めること。 

また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮すること。 

 

３ 補助金の交付対象者 

本要領に基づき補助金の申請を希望する者を募集し、応募者の中から大阪市東住吉区高齢者食

事サービス事業補助金交付要綱別表第１（補助事業仕様書）に規定する事業を行うことが出来る

者を選定する。 

 

４ 利用対象者 

(1) 本事業の利用対象者は、大阪市東住吉区内に居住する 65歳以上の方（以下「高齢者」とい

う。）であって次の（ｲ）から（ﾊ）に掲げるいずれかに該当するものとする。 

（ｲ）ひとり暮らしの方 

（ﾛ）高齢者のみの世帯に属する方 

（ﾊ）ねたきり状態にあるもの 



 

 2 / 8 

 

(2）（1）の（ｲ）から（ﾊ）にかかわらず、高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属するも

の、常時に高齢者の世話をするものがいない世帯に属するもの及びやむを得ない事情があり高

齢者食事サービスを必要とする 60歳以上のものは委員会の承認により、高齢者食事サービス事

業を受けることができる。 

 

５ 実施圏域 

本事業の実施圏域は、おおむね小学校区を一つの単位エリアとし、本事業の補助金交付要綱制定

以前から本事業が継続されている場合はその実施圏域とする。 

なお、本事業の実施にあたっては複数のエリアでの事業の実施も可とする。 

 

６ 事業の実施期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日 

※ただし、本事業の実施については、令和８年度予算成立を条件とする。 

 

７ 補助の内容 

(1) 補助対象経費 

①補助事業にかかる経費のうち、会食におけるボランティア分を含む、食事にかかる食材料費・弁

当代の経費。ただし、配食又は会食それぞれにおいて事業の対象者１人あたり１週間につき２食

を上限とする。 

②調理するボランティアの検便にかかる経費。 

③補助事業にかかる経費のうち、活動に必要な報償費、消耗品費、食糧費〔会議用お茶代（開催１

回につき１人 150円まで）に限る）〕、印刷製本費、光熱水費、備品修繕費、通信運搬費、手数料、

委託料〔調理室の害虫駆除に限る〕、使用料、備品購入にかかる経費。ただし、工事にかかる経

費は認めない。 

(2) 補助金額 

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱の別表３に掲げる基準により算出さ

れた額とする。ただし、補助対象経費の総額の２分の１を上限とし、予算の範囲内で交付する。 

(3) 利用者負担額 

補助事業者は、高齢者食事サービス事業の対象者（会食におけるボランティアを含む）が事業

を利用した場合、補助事業者が定める利用料を徴収しなければならない。ただし、利用料を無料

と定めることはできない。 

 

８ 補助金の支払い 

補助金の支払いは、補助事業の完了後、補助金の額の確定を経た後に、補助事業者からの請求に

より支払う。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、経費の全部又は一部を概

算払により交付することができるものとする。 
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９ 補助事業者として果たすべき責任 

(1) 個人情報保護の取扱い 

本事業の実施に際して入手した個人情報及びデータ管理にあたっては、「大阪市個人情報の保護

に関する法律の施行等に関する条例」の趣旨を踏まえ、適切な管理を行うこと。 

(2) 情報公開の対応 

補助事業者は、「大阪市情報公開条例」の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するた

め必要な措置を講じること。 

(3) 法令等の遵守 

本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。 

・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 

・「大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱」 

・地方自治法 

・地方自治法施行令 

・大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例 

・大阪市情報公開条例 

・その他関連法規 

 

10 応募資格 

応募受付時点において、次の各号に定める内容をすべて満たすこと。 

(1) 大阪市東住吉区内に所在地を有し、法人格を有する団体若しくは、権利能力なき社団の要件を満

たす団体であって、応募する大阪市東住吉区内において、高齢者を支援する地域福祉活動をおおむ

ね月１回以上定期的に行っており、過去３年間のうち１年以上活動している実績があるか、令和７

年度末で１年以上の活動実績が見込まれること。 

また、権利能力なき社団の要件を満たす団体については令和８年度において「高齢者食事サービ

ス委員会」を組織し、事業の実施が可能であること。 

なお、個人による応募は不可とする。 

(2) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しないものであること。 

(3) 法人税、消費税及び地方消費税、本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。 

(4) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

(5) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。 

又は同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

(6) 役員等（その事業者の役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

を代表するものをいう。）に次の各号に該当する者がいないこと。 

①暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律 77号）《以下、「暴対法」という。》

第２条第２号に規定する団体の構成員（暴対法第２条第６号に規定するもの） 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から２年を

経過しない者 
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③公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。 

(8) 民事再生法、会社更生法の適用を申請した法人等でないこと。 

(9) 宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。 

 

11 失格事項 

次の要件に該当した場合は、審査・選定の対象から除外する。 

(1) 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合 

(2) 申請書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 受付期間内に申請書類等が提出されなかった場合 

(4) 要領に違反又は著しく逸脱した場合 

(5) その他不正行為があった場合 

 

12 申請（応募）手続き 

(1) 質問 

質問事項がある場合は、「質問票」（様式任意）を作成し、令和８年１月 15日（木）17時 30分

までに、「15 担当課及び連絡先」あてファックス又は電子メールで送信すること。 

なお、ファックス又は電子メールでの送信が出来ない場合のみ、持参による提出を受け付ける。 

    質問に対する回答は、個別に回答するとともに、応募のあった全ての団体に周知が必要と判断

した場合、令和８年１月 19日（月）に、東住吉区のホームページに掲載する。 

(2) 申請（応募）書類の提出 

  ア 受 付 期 間 令和８年１月５日(月)から令和８年１月 23日（金） 

９時から 17時まで（12時 15分から 13時までを除く） 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。 

イ 受 付 場 所 大阪市東住吉区役所保健福祉課（地域福祉） 

ウ 申請 (応募 )書類 次の必要書類を作成のうえ、正本１部、副本１部（複写可）の計２部を持参

により提出すること。（郵送等による受付は行わない。） 

なお、各様式は、本ホームページからダウンロードすること。 

 

〔法人の場合〕 

①大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者応募申請書（法人分）（様式１） 

②定款 

③役員名簿（様式２） 

④法人登記事項証明書又は登記簿謄本 

⑤印鑑証明書 

⑥過去３年間のうち１年以上活動している実績があるか、令和７年度末で１年以上の活動

実績が見込まれることが分かる書類（事業報告書等） 
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⑦大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施計画書（法人分）（様式３） 

⑧事業の実施エリアを表示した地図 

⑨実施場所の位置がわかる地図 

⑩大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業利用者（予定）名簿（様式４） 

⑪大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業ボランティア台帳（様式５） 

⑫法人税、消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び固定資産税に未納がない証明書 

（税務署発行、納税証明書「その３の３」）、法人市民税・固定資産税の納税証明書（市税

事務所発行） 

※いずれも発行後３か月以内のもの。非課税の理由で証明書を提出できない場合は、その

旨を記載した「理由書」（様式任意）を提出すること。 

⑬申立書（様式６） 

 

〔法人以外の場合〕 

①大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者応募申請書（法人以外分）（様式１） 

②高齢者食事サービス委員会会則 

③過去３年間のうち１年以上活動している実績があるか、令和７年度末で 1 年以上の活動

実績が見込まれることが分かる書類（事業実施報告書等） 

④大阪市東住吉区食事サービス委員会役員名簿（様式２） 

⑤大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施計画書（法人以外分）（様式３） 

⑥事業の実施エリアを表示した地図 

⑦実施場所の位置がわかる地図 

⑧大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業利用者（予定）名簿（様式４） 

⑨大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業ボランティア台帳（様式５） 

⑩申立書（様式６) 

⑪団体名義の通帳の写し（当該補助金の交付申請までに提出要） 

⑫代理受領委任届（代表者と受領者が異なる場合提出要）（様式７） 

エ 申請（応募）にかかる注意事項 

①必ず、「イ 受付場所」に持参すること。（郵送等による受付は行わない） 

②申請書類の作成及び提出にかかる費用は応募者の負担とする。 

③申請書類は返却しない。また、選定後、申請書類等を無償で使用する場合がある。 

④原則として、受付後の申請書類の再提出及び差し替えは認めない。 

⑤申請書類については、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」の規

定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開することがある。 

⑥必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。 

⑦申請書類を提出した後に、辞退する際には、事前連絡のうえ、任意の様式により「辞退届」

を提出すること。 
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13 補助事業予定者への説明会の開催 

補助事業予定者を対象として、令和８年度高齢者食事サービス事業補助金の申請手続きなどを

内容とする説明会を開催する。 

開催案内は、別途通知する。 

 

14 その他注意事項 

(1) 申請書類に事実に反する記載があった場合、選定を取り消すことがある。 

(2) 提出された申請書類に関して、本市がヒアリングを実施することがある。 

 

15 担当課及び連絡先 

   大阪市東住吉区役所保健福祉課（地域福祉） 

   所在地：大阪市東住吉区東田辺１丁目 13番４号 

   電話番号：06-4399-9851 fax：06-6629-4580 

   メール：tv0006-1@city.osaka.lg.jp 

 

＊スケジュール(予定) 

事業開始までの概ねのスケジュールは以下の通り。 

スケジュール（予定） 内    容 

令和８年１月５日 (月) 募集要領公表、申請（応募）受付 開始 

令和８年１月 23日(金) 申請（応募）受付 締切 

令和８年１月 29日(木) 補助事業予定者の決定 

令和８年２月９日 (月) 補助事業予定者への事業説明会 

同上 補助金の交付申請受付 開始 

令和８年２月 20日(金) 補助金の交付申請受付 締切 

  

mailto:tv0006-1@city.osaka.lg.jp
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（別紙） 

 

高齢者食事サービス委員会会則モデル 

 

（名 称） 

１．本会は○○高齢者食事サービス委員会と称する。 

２．本会事務所を、○○○○会館（○○区○○○－○○）に置く。 

  

（目 的） 

３．本会は○○地域のひとり暮らしの高齢者等に食事を提供することにより、高齢者の健康増進と地域

社会との連帯感を深め、福祉の向上に寄与することを目的とする。 

  また、ひとり暮らしの高齢者などの孤独感の解消を図り、地域社会との交流を深めるきっかけを提

供することを目的とする。 

 

（事 業） 

４．本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会食（配食）による食事の提供 

(2) 食事サービス事業を通じたひきこもり防止等の働きかけ 

(3) その他、目的達成に必要な事業 

 ２ 本事業の対象者は〇〇地域に居住する概ね○○歳以上のものであって、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

  (1)ひとり暮らしのもの 

  (2)高齢者のみの世帯に属するもの 

  (3)寝たきり状態にあるもの 

  (4)前記各号に準ずるものであって、食事サービスを受けることを必要とするもの 

 

（役 員） 

５．本会には次の役員を置く。 

委員長  １名 

副委員長 ○名 

会計   ○名 

 

（役員の選出） 

６．本会の役員は会員の互選とする。 

 

 

（役員の任務） 
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７．役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 委員長は本会を代表し、会務を統括する。 

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は任務を代行する。 

(3) 会計は本会の会計を掌る。 

 

（役員の任期） 

８．役員の任期は  年とする。但し、再任を妨げない。 

 

（委員会） 

９．委員会は次の事項について審議し、決定する。 

(1) 事業計画・予算・決算 

(2) 高齢者食事サービス事業の運営に関すること 

 

（会 議） 

10．委員会の会議は役員会と委員総会とし、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

 

（会 計） 

11．本会の会計は、参加費、補助金等をもって充てる。 

本会の会計年度は４月１日から翌年３月 31日までとする。 

事業にかかる収支状況、経費の使途がわかる会計書類を整え、委員会に提出し、報告を行うなど

会計の透明性の確保を行う。 

 

附 則 

本会則は令和  年  月  日から施行する。 


